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給
与
構
造
改
革
に
お
け
る
経

過
措
置
額
（
現
給
保
障
額
）

の
廃
止
に
つ
い
て

１
．�

２
０
１
２
年
度
は
経
過
措

置
額
と
し
て
支
給
さ
れ
て

い
る
俸
給
の
２
分
の
１
を

減
額
（
減
額
の
上
限
１
万

円
）
し
て
支
給
し
、
２
０

１
３
年
４
月
１
日
に
廃
止

す
る
。

２
．�

経
過
措
置
額
の
廃
止
に

伴
っ
て
生
じ
る
制
度
改
正

原
資
を
用
い
て
、
若
年
・

月
例
給
に
つ
い
て

（
１
）
行
政
職
俸
給
表(

一)

民
間
の
給
与
水
準
を
上
回
っ

て
い
る
50
歳
台
を
中
心
に
、
40

歳
台
以
上
を
念
頭
に
置
い
た
引

き
下
げ
（
50
歳
台:

最
大
△

0.5
％
、�

40
歳
台
後
半
層:

△

0.4
％
、
40
歳
台
前
半
層:

０
～

△
0.3
％
、
若
年
層
は
据
置
き
）。

（
２
）
指
定
職
俸
給
表

行
政
職
俸
給
表(

一)

の
管

理
職
層
の
引
き
下
げ
率
を
踏
ま

え
た
引
き
下
げ
（
△
0.5
％
）。

（
３
）
そ
の
他
の
俸
給
表

行
政
職
俸
給
表(

一)

と
の

均
衡
を
考
慮
し
た
引
き
下
げ

（
医
療
職
俸
給
表(

一)

等
を

除
く
）。

期
末
・
勤
勉
手
当
に
つ
い
て

本
年
の
調
査
結
果
に
よ
る

と
、
東
北
３
県
を
除
い
た
民
間

の
支
給
割
合
は
３
・
９
７
８
月

で
あ
る
が
、
過
去
３
年
分
に
つ

い
て
東
北
３
県
を
除
い
て
集
計

す
る
と
０
・
０
０
４
月
～
０
・

０
０
７
月
分
高
く
な
る
こ
と
、

東
北
３
県
の
今
夏
の
特
別
給
の

状
況
は
厳
し
い
と
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
特
別
給
の
改
定
を
お

こ
な
う
べ
き
と
判
断
す
る
に
至

ら
ず
、
改
定
を
見
送
り
。

人
事
院
は
９
月
30
日
、
政
府

と
国
会
に
対
し
て
国
家
公
務
員

給
与
の
改
定
を
勧
告
し
た
。
従

業
員
50
人
以
上
の
民
間
企
業
の

給
与
と
比
較
し
た
結
果
、
引
き

続
く
厳
し
い
経
済
・
雇
用
情
勢

や
東
日
本
大
震
災
の
影
響
か

ら
、
中
小
企
業
を
中
心
に
月
例

給
が
減
少
し
て
い
る
の
に
対

し
、
国
家
公
務
員
は
、
天
下
り

あ
っ
せ
ん
の
禁
止
等
で
高
額
給

与
の
高
齢
職
員
が
増
加
し
た
た

め
、
民
間
と
の
給
与
較
差
が
△

８
９
９
円
の
結
果
と
な
っ
た
。

中
堅
層
を
中
心
に
、
給
与

構
造
改
革
期
間
中
に
抑
制

さ
れ
て
き
た
昇
給
を
回
復

す
る
。（
兵
庫
県
に
お
い
て

は
抑
制
は
さ
れ
て
い
な
い
）

２
０
１
２
年
４
月
に
36
歳

未
満
の
職
員
を
最
大
２
号

俸
、
36
歳
以
上
42
歳
未
満

の
職
員
を
最
大
１
号
俸
、

２
０
１
３
年
４
月
に
、
人

事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢

に
満
た
な
い
職
員
を
最
大

１
号
俸
上
位
に
調
整
す
る
。

定
年
延
長
の
意
見
申
出
に
つ

い
て

○�

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本

法
の
規
定
を
踏
ま
え
、
公
的

年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
引

き
上
げ
に
合
わ
せ
て
、
２
０

１
３
年
度
か
ら
２
０
２
５
年

度
に
向
け
て
、
定
年
を
段
階

的
に
65
歳
ま
で
引
き
上
げ
る

こ
と
が
適
当

○�

民
間
企
業
の
高
齢
期
雇
用
の

実
情
を
考
慮
し
、
60
歳
超
の

職
員
の
年
間
給
与
を
60
歳
前

の
70
％
水
準
に
設
定

○�

能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事

管
理
の
徹
底
、
役
職
定
年
制

の
導
入
に
よ
り
組
織
活
力
を

維
持

○�

短
時
間
勤
務
制
の
導
入
や
節

目
節
目
で
の
意
向
聴
取
等
を

通
じ
、
60
歳
超
の
多
様
な
働

き
方
を
実
現

東
日
本
大
震
災
の
影
響
も
あ

り
、
約
２
ケ
月
遅
れ
で
人
事
院

勧
告
及
び
報
告
が
さ
れ
た
。
こ

れ
を
受
け
、
い
よ
い
よ
人
事
委

し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
た
。

ま
た
、
ブ
ー
ベ
ル
ト
・
ヴ
ァ

イ
ガ
ー
さ
ん
（
Ｆ
Ｏ
Ｅ
ド
イ

ツ
代
表
）
は
「
脱
原
発
は
、

も
は
や
『
で
き
る
の
か
、
で

き
な
い
の
か
』
の
話
で
は
な

い
。
政
治
的
に
『
や
る
の
か
、

や
ら
な
い
か
』
の
話
」
と
し
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
拡

大
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
可
能

と
訴
え
た
。

私
た
ち
の
声
を
取
り
ま
と

め
る
の
が
１
，
０
０
０
万
人

署
名
に
他
な
ら
な
い
。
兵
教

組
か
ら
は
１
９
７
，
３
６
５

筆
を
集
約（
９
月
30
日
現
在
）

し
て
い
る
。
さ
ら
に
少
し
で

も
多
く
の
署
名
の
集
約
に
む

け
て
、
積
極
的
な
み
な
さ
ん

の
と
り
く
み
を
お
願
い
す

る
。

人
事
院
勧
告　

３
年
連
続
マ
イ
ナ
ス

月
例
給

0.23
％
下
げ
、
ボ
ー
ナ
ス
据
え
置
き

平
均
年
間
給
与
較
差
は
△
1.5
万
円
（
△
0.23
％
）

○民間給与との較差は、△899円(△0.23％)

○�期末･勤勉手当 (ﾎﾞｰﾅｽ )は改定見送り (年間3.95月分 )

○�現給保障の廃止 (2年の経過措置 :2012年度は2分の1減額

(上限1万円)、2013年度より制度廃止)

○�定年延長の意見申出をおこなう (60歳超職員の給与は、

60歳前の年間給与の7割水準へ)

９
月
19
日
午
後
、

東
京
の
明
治
公
園

で
、「
さ
よ
う
な
ら

原
発�

５
万
人
集
会
」

が
開
か
れ
た
。

集
会
に
は
、
福
島

県
か
ら
参
加
し
た

１
，
０
０
０
人
を
は

じ
め
、
全
国
各
地
か

ら
市
民
団
体
・
労
働

組
合
・
個
人
参
加
者

な
ど
、
約
６
万
人
も

の
人
が
参
加
す
る
と

い
う
大
規
模
な
も
の
と
な
っ

た
。
兵
教
組
か
ら
は
60
人
が
参

加
し
、
身
動
き
が
と
れ
な
い
ほ

ど
の
群
衆
の
中
、
集
会
で
の
呼

び
か
け
人
ら
の
声
に
耳
を
傾
け

た
。鎌

田
慧
さ
ん
は
「
脱
原
発
運

動
は
、
文
化
革
命
。
意
識
を
変

え
て
い
く
運
動
」
と
話
し
、
大

江
健
三
郎
さ
ん
は
「
私
た
ち
に

何
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
民
主

主
義
の
集
会
、
市
民
の
デ
モ
し

か
な
い
。
し
っ
か
り
や
り
ま

９
・
19
全
国
集
会
に
６
万
人
集
結
!!

脱
原
発
を
実
現
し
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
中
心
の
社
会
を
求
め
る
全
国
署
名

兵
教
組
１
９
７
，
３
６
５
筆
集
約
（
9
月
30
日
現
在
）

東
日
本
大
震
災
を
発
端
に
、
東
京
電
力
福
島
第
１
原
発
事
故
を
受
け
、
原
発
依
存
の
脱
却
を
訴
え

る
「
さ
よ
う
な
ら
原
発 

５
万
人
集
会
」
が
19
日
、
東
京
都
の
明
治
公
園
で
開
か
れ
た
。
集
会
や
パ
レ
ー

ド
に
は
約
６
万
人
（
主
催
者
発
表
）
が
参
加
し
た
。

員
会
勧
告
期
の
と
り
く
み
が
は

じ
ま
る
。

私
た
ち
は
兵
庫
県
独
自
の
給

与
カ
ッ
ト
を
受
け
て
い
る
こ
と

な
ど
、
教
職
員
の
お
か
れ
て
い

る
実
態
を
人
事
委
員
会
に
強
く

訴
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。例

年
に
な
い
短
期
の
と
り
く

み
と
な
る
が
、
兵
庫
県
人
事
委

員
長
あ
て
の
ジ
ャ
ン
ボ
ハ
ガ
キ

（
分
会
寄
せ
書
き
形
式
）
の
完

全
集
約
の
と
り
く
み
や
人
事
委

員
会
へ
の
要
請
行
動
に
全
力
を

あ
げ
よ
う
！

資
料
館
の
影

篠
山
市
城
南
小
学
校
　
六
年

伊
藤
　
岳

原
爆
資
料
館
の
影

閉
じ
こ
め
ら
れ
て
る
み
た
い
。

あ
の
ま
ま
だ
と
、

自
由
に
な
れ
な
く
て
か
わ
い
そ
う
。

外
に
行
か
せ
て
や
り
た
い
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
ら

影
を
消
し
て
あ
げ
た
い
。

誰
か
出
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

（
こ
ど
も
の
詩
と
絵
　
第
31
集
よ
り
）
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「地方公務員賃金を巡る情勢と課題～11人事院勧告と定年延長を中心に～」
公務公共サービス労働組合協議会　副事務局長　藤川伸治さん

加
え
て
さ
ら
に
引
き
下
げ
よ
う

と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
厳
し

い
局
面
の
な
か
で
、
公
務
員
組

合
は
賃
金
を
下
げ
る
こ
と
に
つ

い
て
交
渉
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
決

断
を
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
人

事
院
勧
告
制
度
を
廃
止
し
労
働

基
本
権
を
回
復
す
る
、
つ
ま
り

“
自
律
的
労
使
関
係
制
度
”
を

つ
く
る
こ
と
を
掲
げ
た
。
そ
し

て
こ
れ
ら
を
セ
ッ
ト
で
議
論
す

る
話
し
合
い
を
去
年
の
秋
か
ら

始
め
た
。
結
果
と
し
て
、
役
職

に
応
じ
て
引
き
下
げ
率
を
変
え

る
と
い
う
再
提
案
を
受
け
入

れ
、
妥
結
し
た
。　

こ
の
妥
結
の
意
図
は
、
政
治

に
公
務
員
賃
金
を
左
右
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
労

働
基
本
権
を
回
復
し
労
使
交
渉

で
物
事
を
決
め
る
こ
と
。
同
時

に
、
こ
れ
以
上
「
公
務
員
給
与

が
高
い
」
と
い
う
批
判
を
ス

ト
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

実
際
こ
の
交
渉
後
「
公
務
員
給

与
を
引
き
下
げ
よ
」
と
い
う
雰

囲
気
は
大
き
く
変
化
し
た
と
感

じ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
は
国
家
公
務

員
賃
金
を
下
げ
た
場
合
、
地
方

公
務
員
に
も
影

響
を
及
ぼ
さ
な

い
か
と
い
う
こ

と
だ
。
義
務
教

育
費
国
庫
負
担

金
は
「
国
家
公

務
員
の
賃
金
×

標
準
定
数
法
で

決
ま
っ
て
る

数
」
に
よ
っ
て

定
ま
っ
て
い

る
。
す
る
と
国

家
公
務
員
賃
金

を
下
げ
れ
ば
、

義
務
教
育
費
国

庫
負
担
金
も
下

が
る
と
い
う
話

に
な
る
。
こ
の
た
め
、
地
方
公

務
員
賃
金
や
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
金
と
地
方
交
付
税
に
影
響

を
与
え
な
い
こ
と
が
交
渉
の
大

き
な
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
当
時
の
交
渉

責
任
者
で
あ
っ
た
片
山
総
務
大

臣
は
、
義
務
教
育
費
及
び
地
方

交
付
税
の
削
減
は
し
な
い
こ
と

を
明
言
し
た
。
ま
た
、
菅
前
総

理
は
労
働
基
本
権
を
回
復
す
る

法
案
と
国
家
公
務
員
の
賃
金
引

き
下
げ
の
法
案
は
、
同
時
成
立

を
め
ざ
す
こ
と
を
約
束
し
た
。

こ
れ
は
内
閣
が
変
わ
ろ
う
と
も

実
現
す
る
こ
と
が
最
大
の
政
治

課
題
だ
ろ
う
。

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
と

       

地
方
交
付
税
を
守
る

す
で
に
国
家
公
務
員
に
つ
い

て
は
交
渉
し
て
賃
金
を
下
げ
る

こ
と
が
決
ま
っ
た
。
そ
こ
で
人

事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
が
最
大

の
問
題
だ
っ
た
。
政
府
は
人
事

院
勧
告
に
つ
い
て
勧
告
は
出
さ

れ
て
も
実
施
し
な
い
と
交
渉
で

は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
地
方

公
務
員
に
つ
い
て
は
人
事
委
員

会
勧
告
を
出
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
地
方
公
務
員
の

人
件
費
は
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
金
と
地
方
交
付
税
だ
か
ら

だ
。

　
　
　
　
　
◆

財
務
省
は
国
家
公
務
員
の
賃

金
が
下
が
れ
ば
地
方
公
務
員
の

人
件
費
も
下
げ
る
べ
き
だ
、
と

い
う
主
張
を
変
え
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
我
々
は
「
地
方

は
自
ら
で
主
導
権
を
持
つ
」
と

い
う
こ
と
を
人
事
委
員
会
に
表

明
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
国
の
各
人
事
委
員
会
が
こ
の

よ
う
に
勧
告
を
出
せ
ば
、
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
金
と
地
方
交

付
税
を
守
る
大
事
な
根
拠
と
主

張
を
我
々
は
持
つ
わ
け
で
あ

る
。そ

う
い
う
意
味
で
も
今
年
の

人
事
委
員
会
勧
告
と
い
う
の
は

非
常
に
重
要
だ
。

新
し
い
社
会
モ
デ
ル

　
定
年
延
長
制
度
の
施
行

少
子
高
齢
化
に
よ
り
何
が
起

こ
る
だ
ろ
う
か
。
社
会
保
障
制

度
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題

は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
に
な

る
。
２
０
０
０
年
に
は
65
歳
以

上
の
社
会
保
障
費
を
3.6
人
の
労

働
力
で
支
え
て
い
た
。
そ
れ
が

２
０
２
０
年
に
は
1.8
人
、
２
０

４
０
年
に
は
1.4
人
で
一
人
の
高

齢
者
を
支
え
る
時
代
が
や
っ
て

く
る
。
こ
れ
は
こ
の
国
で
生
き

て
い
る
以
上
、
一
人
ひ
と
り
が

引
き
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い

絶
対
的
な
課
題
だ
。
今
ま
で
は

60
歳
ま
で
働
き
、
以
降
は
年
金

が
十
分
支
給
さ
れ
る
と
い
う
時

代
だ
っ
た
が
、
支
え
手
が
少
な

く
な
る
一
方
に
あ
り
、
今
後
は

60
歳
以
上
の
人
た
ち
も
支
え
手

と
な
る
社
会
モ
デ
ル
を
つ
く
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で

長
い
期
間
の
議
論
の
末
、
年
金

の
支
給
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ

る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
◆

で
は
、
な
ぜ
定
年
延
長
制
度

な
の
か
、
な
ぜ
再
任
用
制
度
で

は
だ
め
な
の
か
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。再
任
用
と
い
う
も
の
は
、

１
０
０
人
を
募
集
す
る
場
合
そ

の
数
の
ポ
ス
ト
が
あ
る
か
ら
可

能
と
な
る
。
し
か
し
定
年
が
延

長
さ
れ
る
と
再
任
用
希
望
者
が

増
え
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

す
る
と
希
望
者
全
員
の
ポ
ス
ト

を
用
意
で
き
る
か
ど
う
か
の
問

題
が
浮
上
す
る
。
再
任
用
制
度

と
い
う
の
は
新
採
用
を
抑
制
し

な
い
と
難
し
い
制
度
だ
。

そ
れ
に
対
し
定
年
延
長
制
度

は
、
そ
も
そ
も
の
定
員
を
増
や

す
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の

で
そ
こ
が
決
定
的
に
違
う
。

　
　
　
　
　
◆

こ
の
制
度
は
人
事
院
が
9
月

に
政
府
へ
意
見
の
申
し
出
を

し
、
２
０
１
２
年
の
通
常
国
会

で
法
律
改
正
さ
れ
る
見
込
み

だ
。
さ
ら
に
２
０
１
３
年
か
ら

年
金
支
給
の
開
始
年
齢
が
引
き

上
げ
ら
れ
る
た
め
、
定
年
延
長

夏
休
み
フ
ァ
ミ
リ
ー
パ
ズ
ル

に
ご
応
募
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
応
募
総

数
１
３
０
通
の
う
ち
、
正
解
者

の
中
か
ら
抽
選
で
20
名
様
に
粗

品
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。

頂
い
た
感
想
・
ご
意
見
は
、

今
後
の
編
集
の
参
考
と
し
、
よ

り
良
い
紙
面
づ
く
り
を
め
ざ
し

て
参
り
ま
す
。
今
後
と
も
皆
さ

ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。（
編
集
部
）

★
当
選
者

名
前（
居
住
地
）、＝
50
音
順
、

敬
称
略

伊
角
祐
子
（
神
戸
市
）、
宇

谷
竜
男
（
西
宮
市
）、
大
西

景
子
（
小
野
市
）、
奥
村
達

郎（
芦
屋
市
）、小
畠
千
鶴（
南

あ
わ
じ
市
）、
川
端
文
子
（
美

方
郡
）、
髙
橋
邦
久
（
神
戸

市
）、
高
橋
理
恵
子
（
豊
岡

市
）、
谷
口
泰
弘
（
篠
山
市
）、

中
農
隆
一
（
神
戸
市
）、
中

村
志
津
子
（
姫
路
市
）、
長

澤
純
子
（
神
崎
郡
）、
畑
中

統
美
子
（
神
戸
市
）、
廣
田

小
百
合
（
淡
路
市
）、
藤
井

直
樹（
多
可
郡
）、増
田
光（
加

西
市
）、
松
岡
幸
代
（
丹
波

市
）、
松
原
成
宏
（
明
石
市
）、

南
直
子
（
宝
塚
市
）、
本
山

典
之
（
篠
山
市
）

夏
休
み
フ
ァ
ミ
リ
ー
パ
ズ
ル
当
選
者
発
表

当選された方々のはがき。
ご応募いただいたはがきは、本部執行委
員により抽選されました。

第
2
回
兵
教
組
支
部
三
役
合

同
会
議
が
８
月
25
日
に
ラ
ッ
セ

ホ
ー
ル
で
お
こ
な
わ
れ
た
。「
地

方
公
務
員
賃
金
を
巡
る
情
勢
と

課
題
～
11
人
事
院
勧
告
と
定
年

延
長
を
中
心
に
～
」と
題
し
た
、

公
務
公
共
サ
ー
ビ
ス
労
働
組
合

協
議
会
で
副
事
務
局
長
を
務
め

る
藤
川
伸
治
さ
ん
の
講
演
が

あ
っ
た
。

自
律
的
労
使
関
係
を

　
　
　
　
　
　
め
ざ
し
て

現
在
、
公
務
員
の
賃
金
は
人

事
院
勧
告
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
労
働
者
と
使
用

者
が
交
渉
を
し
て
決
定
し
て
い

る
と
い
う
よ
り
も
第
三
者
が
決

定
す
る
制
度
で
あ
る
。
そ
う
で

は
な
く
人
事
院
勧
告
制
度
を
廃

止
し
、
お
互
い
の
責
任
で
賃
金

を
決
め
て
い
く
“
自
律
的
労
使

関
係
制
度
”
へ

変
え
る
運
動
を

我
々
は
お
こ

な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
ス

タ
ー
ト
と
な
る

法
案
が
地
方
公

務
員
に
先
立
っ

て
国
家
公
務
員

で
6
月
に
閣
議

決
定
さ
れ
た
。

　
　
　
◆

こ
の
閣
議
決

定
に
至
る
ま

で
、
昨
年
の
参

議
院
選
挙
後

“
公
務
員
の
給

与
を
下
げ
ろ
”

と
厳
し
い
声
が

マ
ス
コ
ミ
を
含

め
国
会
内
で
も

あ
が
り
、
去
年

の
人
事
院
の
マ

イ
ナ
ス
勧
告
に

講師

藤川 伸治さん

は
避
け
て
は
通
れ
な
い
話
で
あ

る
。
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
考
え
た
と
き
に
、
働
き
た
い

と
思
え
ば
全
員
が
働
け
る
よ
う

に
制
度
を
つ
く
っ
て
お
く
こ
と

が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
制
度
を

使
う
か
ど
う
か
は
本
人
の
選
択

の
問
題
と
な
る
。

支
え
合
う
職
場
づ
く
り

私
は
常
々
人
事
院

に
対
し
、
教
職
員
の

業
務
は
体
力
・
気
力

的
に
60
歳
以
上
が
フ

ル
タ
イ
ム
で
勤
務
す

る
こ
と
は
厳
し
い
と

提
言
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
60
歳
以
上
の

職
員
に
プ
ー
ル
指
導

は
さ
せ
な
い
、
運
動

部
の
顧
問
は
さ
せ
な

い
な
ど
、
文
科
省
が

何
ら
か
の
ル
ー
ル
を

設
け
る
こ
と
も
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
制

度
を
導
入
す
る
際
に

は
、
今
ま
で
み
な
さ

ん
が
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
る
働
き
方
を
変
え

る
必
要
が
で
て
く
る

こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。

　
　
　
◆

そ
の
時
に
問
わ
れ

る
の
は
、
学
校
運
営

の
あ
り
方
で
あ
ろ

う
。
こ
の
定
年
延
長

制
度
の
施
行
は
、
60

歳
以
上
の
教
職
員
だ

け
で
は
な
く
、
各
世

代
が
一
緒
に
な
っ
て

考
え
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
そ
し
て
実

は
そ
れ
は
み
ん
な
が

幸
せ
に
働
く
一
番
の

方
法
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
誰
し
も
に
訪

れ
る
体
力
・
気
力
の

低
下
に
応
じ
、「
自

分
ひ
と
り
で
背
負
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
の
で
は
な
く
、
み
ん
な
が

支
え
て
い
く
。
そ
う
い
う
学
校

づ
く
り
を
制
度
と
併
せ
て
す
す

め
る
こ
と
で
、
多
様
な
働
き
方

が
選
べ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う

い
っ
た
職
場
環
境
を
ど
う
つ

く
っ
て
い
く
か
が
定
年
延
長
制

度
の
根
幹
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
定
年
延
長
制
度
に
は
一
人
ひ

と
り
の
雇
用
・
生
活
が
か
か
っ

て
お
り
、
教
育
委
員
会
が
勝
手

に
制
度
制
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
だ
。

教
職
員
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

は
ど
う
い
っ
た
も
の
が
よ
い
の

か
、
教
育
委
員
会
と
教
職
員
組

合
が
真
剣
に
議
論
す
る
。
そ
う

い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
も
継

続
し
て
訴
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

   

い
ま 

私
た
ち
地
方
公
務
員
の
在
り
方
が

　
　
　

大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
！
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